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令和7年寒川町議会第2回定例会12月会議 

提 出 議 案 一 覧 表 

（令和 7年 11月 25日提出）  

 

１  議案第 64号  令和 7年度寒川町一般会計補正予算 (第 6号 ) 

 

２  議案第 65号  令和7年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) 

 

３  議案第 66号  令和7年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号) 

 

４  議案第 67号  令和 7年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算 (第 2号 ) 

 

５  議案第 68号  令和 7年度寒川町下水道事業特別会計補正予算 (第 2号 ) 

 

６  議案第 69号  寒川町議会議員及び寒川町長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例の一部改正について  

提案理由   公職選挙法施行令の一部改正に伴い、所要の措置を講ずるため提案

する。  

概   要   寒川町議会議員及び寒川町長選挙における選挙運動用ビラ及びポス

ターの作成に係る公費負担の上限額を改める。  

施行期日   公布の日  
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７  議案第 70号  寒川町一般職の職員の給与に関する条例及び寒川町一般

職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について  

提案理由   国家公務員の給与に関する人事院からの勧告を踏まえ、一般職の職員

及び特定任期付職員の給与を改定するため提案する。  

概   要   ⑴  一般職の職員の期末勤勉手当の支給月数を年間 4.6月から 4.65月

に引き上げる。  

      ⑵  行政職給料表を改定する。  

      ⑶  地域手当の支給割合を 100分の 12.45から 100分の 12.5に引き上げ

る。  

      ⑷  特定任期付職員の給料表を改定する。  

      ⑸  特定任期付職員の期末勤勉手当の支給月数を年間 3.65月から 3.7

月に引き上げる。  

施行期日   ⑴～⑸  公布の日  ⑵・⑶  令和 7年 4月 1日に遡り適用  

 

８  議案第 71号  寒川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例及び寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一

部改正について  

提案理由   国家公務員の給与に関する人事院からの勧告を踏まえ、寒川町議会議

員及び特別職の職員の期末手当の支給月数を改定するため提案する。  

概   要   ⑴  寒川町議会議員の期末手当の支給月数を年間 4.45月から 4.5月に

引き上げる。  

      ⑵  寒川町特別職の職員の期末手当の支給月数を年間 4.25月から 4.3

月に引き上げる。  

施行期日   公布の日  
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９  議案第 72号  寒川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の一部改正について  

提案理由   一般職の職員の給与改定に準じて、会計年度任用職員の給与 を改定

するとともに、外国人指導者及び特例補充教員の給与に関する規定を

追加するため提案する。  

概   要   ⑴  行政職給料表を改定する。  

⑵  外国人指導者及び特例補充教員の給与に関する規定を加える。  

施行期日   ⑴  公布の日 (令和 7年 4月 1日に遡り適用 ) 

⑵  令和 8年 1月 1日  

 

10 議案第 73号  寒川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部改正について  

提案理由   特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、条文の整理を図る

ため提案する。  

概   要   条文の整理を図る。  

施行期日   公布の日  
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11 議案第 74号  寒川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正について  

提案理由   家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所

要の措置を講ずるため提案する。  

概   要   ⑴  国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育士制度の一

般制度化に伴い、保育士の定義を改める。  

      ⑵  家庭的保育事業者等における、乳幼児の健康診査が行われた場合

の取扱いに関する規定を加える。  

施行期日   公布の日  

 

12 議案第 75号  寒川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正について  

提案理由   放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴

い、所要の措置を講ずるため提案する。  

概   要   国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育士制度の一般制

度化に伴い、保育士の定義を改めるとともに、条文の整理を図る。  

施行期日   公布の日  

 

13 議案第 76号  寒川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について  

提案理由   児童福祉法の改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定めるため提案する。  

概   要   児童福祉法第 34条の 16の規定により、乳児等通園支援事業者が従うべ

き基準を定める。  

施行期日   令和 8年 4月 1日  
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14 議案第 77号  寒川町下水道条例の一部改正について  

提案理由   災害発生時における排水設備等の復旧を円滑に進めるため提案する。  

概   要   災害その他非常の場合において、他の地方公共団体の長等における指

定を受けた者に工事を行わせることを可能にする規定を加える。  

施行期日   公布の日  

 

15 議案第 78号  寒川町営プール及び寒川町営さむかわテニスコートの指

定管理者の指定について  

 提案理由   寒川町営プール及び寒川町営さむかわテニスコートの指定管理者の

指定をしたいので、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により提案す

る。  

 

16 議案第 79号  寒川総合体育館及びパンプトラックさむかわの指定管理

者の指定について  

 提案理由   寒川総合体育館及びパンプトラックさむかわの指定管理者の指定を

したいので、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により提案する。  

 

17 議案第 80号  寒川町ふれあいセンターの指定管理者の指定について  

 提案理由   寒川町ふれあいセンターの指定管理者の指定をしたいので、地方自

治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により提案する。  

 

18 議案第 81号  田端スポーツ公園の指定管理者の指定について  

 提案理由   田端スポーツ公園の指定管理者の指定をしたいので、地方自治法第

244 条の 2 第 6 項の規定により提案する。  

 

 



6 
 

19 議案第 82号  町道路線の認定について  

提案理由   町道路線として認定したいので、道路法第 8 条第 2 項の規定により提

案する。  

 


